










































不許可事項の該当
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農 地 法 第 ３ 条 調 査 書

議案第１号　№１ 所有権移転　・　賃借権設定　・　使用貸借権設定

土地の所在 大館市柄沢字丸山下・・・　ほか・筆

申
請
者

譲渡（貸）人
住　　　所 氏　　名

大館市柄沢字柄沢・・・ 〇〇〇〇

譲受（借）人
住　　　所 氏　　名

大館市東台三丁目・・・ △△△△

作　成　者 農業委員会事務局　工藤　学

条　　項 判　断　の　理　由

第２項第１号
（全部効率利用）

　譲受(借)人の経営農地はすべて耕作されており、
保有している機械の能力、農作業に従事する家族の
状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべ
てを効率的に利用できるものと見込まれる。

第２項第２号
（農地所有適格法人

以外の法人）
　譲受(借)人は個人であり適用なし。

第２項第３号
（信託）

　信託ではないので適用なし。

第２項第４号
（農作業常時従事）

　譲受(借)人は農作業を行う必要がある日数につい
て農作業に従事すると見込まれる。

 - １ -

第２項第５号
（下限面積）

　譲受(借)人が耕作の事業に供すべき農地は下限面
積１０ａを超える。

第２項第６号
（転貸禁止）

　許可申請に係る農地は譲渡(貸)人の所有農地であ
り転貸には当たらない。

第２項第７号
（地域調和）

　申請地は、これまで譲渡（貸）人が耕作してきた
が、今後は、譲受（借）人が経営規模を拡大する目
的で本申請地を取得し、営農に資する計画である。
本件の権利取得により、周辺の農地の農業上の効率
的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと
考える。
　なお、１２月３０日、安部幸美 農業委員と伊藤
昇 農業委員が現地調査を行い、周辺の農地の利用
状況等を確認した。
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農 地 法 第 ３ 条 調 査 書

議案第１号　№２ 所有権移転　・　賃借権設定　・　使用貸借権設定

土地の所在 大館市粕田字中羽立・・・

申
請
者

譲渡（貸）人
住　　　所 氏　　名

大館市粕田字中羽立・・・ 〇〇〇〇

譲受（借）人
住　　　所 氏　　名

大館市粕田字道ノ上・・・ △△△△

作　成　者 農業委員会事務局　工藤　学

条　　項 判　断　の　理　由

第２項第１号
（全部効率利用）

　譲受(借)人の経営農地はすべて耕作されており、
保有している機械の能力、農作業に従事する家族の
状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべ
てを効率的に利用できるものと見込まれる。

第２項第２号
（農地所有適格法人

以外の法人）
　譲受(借)人は個人であり適用なし。

第２項第３号
（信託）

　信託ではないので適用なし。

第２項第４号
（農作業常時従事）

　譲受(借)人は農作業を行う必要がある日数につい
て農作業に従事すると見込まれる。

 - ２ -

第２項第５号
（下限面積）

　譲受(借)人が耕作の事業に供すべき農地は下限面
積１０ａを超える。

第２項第６号
（転貸禁止）

　許可申請に係る農地は譲渡(貸)人の所有農地であ
り転貸には当たらない。

第２項第７号
（地域調和）

　　申請地は、これまでは利用権賃貸借により譲受
（借）人以外の者とと契約をし耕作されてきたが、
今後は、譲受（借）人が経営規模を拡大する目的で
本申請地を取得し、営農に資する計画である。本件
の権利取得により、周辺の農地の農業上の効率的か
つ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考え
る。
　なお、１月５日、藤盛久登 農業委員と浅利瑞穂
農業委員が現地調査を行い、周辺の農地の利用状況
等を確認した。
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農 地 法 第 ３ 条 調 査 書

議案第１号　№３ 所有権移転　・　賃借権設定　・　使用貸借権設定

土地の所在 大館市山瀬字山瀬・・・　ほか・筆

申
請
者

譲渡（貸）人
住　　　所 氏　　名

大館市早口字上野・・・ 〇〇〇〇

譲受（借）人
住　　　所 氏　　名

大館市山田字茂屋・・・ △△△△

作　成　者 農業委員会事務局　工藤　学

条　　項 判　断　の　理　由

第２項第１号
（全部効率利用）

　譲受(借)人の経営農地はすべて耕作されており、
保有している機械の能力、農作業に従事する家族の
状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべ
てを効率的に利用できるものと見込まれる。

第２項第２号
（農地所有適格法人

以外の法人）
　譲受(借)人は個人であり適用なし。

第２項第３号
（信託）

　信託ではないので適用なし。

第２項第４号
（農作業常時従事）

　譲受(借)人は農作業を行う必要がある日数につい
て農作業に従事すると見込まれる。

 - ３ -

第２項第５号
（下限面積）

　譲受(借)人が耕作の事業に供すべき農地は下限面
積１０ａを超える。

第２項第６号
（転貸禁止）

　許可申請に係る農地は譲渡(貸)人の所有農地であ
り転貸には当たらない。

第２項第７号
（地域調和）

　申請地は、これまでは利用権賃貸借により譲受
（借）人以外の者と契約をし耕作されてきたが、今
後は、譲受（借）人が経営規模を拡大する目的で本
申請地を取得し、営農に資する計画である。本件の
権利取得により、周辺の農地の農業上の効率的かつ
総合的な利用の確保に支障は生じないものと考え
る。
　なお、１２月３０日、石山元一 農業委員と前田
主幸 推進委員が現地調査を行い、周辺の農地の利
用状況等を確認した。
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農 地 法 第 ３ 条 調 査 書

議案第１号　№４ 所有権移転　・　賃借権設定　・　使用貸借権設定

土地の所在 大館市山田字家下・・・　ほか・筆

申
請
者

譲渡（貸）人
住　　　所 氏　　名

大館市山田字向館・・・ 〇〇〇〇

譲受（借）人
住　　　所 氏　　名

大館市山田字・・・ △△△△

作　成　者 農業委員会事務局　工藤　学

条　　項 判　断　の　理　由

第２項第１号
（全部効率利用）

　譲受(借)人の経営農地はすべて耕作されており、
保有している機械の能力、農作業に従事する家族の
状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべ
てを効率的に利用できるものと見込まれる。

第２項第２号
（農地所有適格法人

以外の法人）
　譲受(借)人は個人であり適用なし。

第２項第３号
（信託）

　信託ではないので適用なし。

第２項第４号
（農作業常時従事）

　譲受(借)人は農作業を行う必要がある日数につい
て農作業に従事すると見込まれる。

 - ４ -

第２項第５号
（下限面積）

　譲受(借)人が耕作の事業に供すべき農地は下限面
積１０ａを超える。

第２項第６号
（転貸禁止）

　許可申請に係る農地は譲渡(貸)人の所有農地であ
り転貸には当たらない。

第２項第７号
（地域調和）

　申請地は、これまでも譲受（借）人が耕作を行
なっており、今後も引き続き譲受（借）人が営農に
資する計画である。本件の権利取得により、周辺の
農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支
障は生じないものと考える。
　なお、１２月３０日、石山元一 農業委員と前田
主幸 推進委員が現地調査を行い、周辺の農地の利
用状況等を確認した。


